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衆
議
院
議
員
篠
原
孝
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
日
米
事
前
協
議
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
米
国
通
商
代
表
部
が
本
年
四
月
十
二
日
に
発
表
し
た
我
が
国
の
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ

Ｐ
」
と
い
う
。
）
協
定
交
渉
参
加
に
関
す
る
日
米
間
の
協
議
の
結
果
に
関
す
る
資
料
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
平
成
二

十
三
年
十
一
月
に
我
が
国
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
に
参
加
す
る
意
思
を
表
明
し
た
旨
の
記
述
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
事
前
協
議
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
野
田
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
が
同
月

十
一
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
表
明
し
た
と
お
り
、
当
時
の
内
閣
と
し
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
に
向
け
て
米
国
を
含
む
関

係
国
と
の
協
議
を
行
っ
て
き
た
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
国
と
の
協
議
に
関
し
て
は
、
個
々
の
協
議
の
開
催
日

時
、
内
容
等
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
相
手
国
と
の
関
係
も
あ
り
差
し
控
え
た
い
が
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
情
報

に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
国
民
に
対
し
て
適
切
に
提
供
し
て
き
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

本
年
四
月
十
二
日
に
日
米
両
政
府
が
そ
の
終
了
を
発
表
し
た
、
我
が
国
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
に
関
す
る
日
米
間
の
協

さ
つ

議
の
結
果
に
つ
い
て
、
両
国
の
合
意
内
容
を
構
成
す
る
文
書
は
、
当
該
結
果
を
確
認
す
る
佐
々
江
米
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使

一



発
マ
ラ
ン
テ
ィ
ス
米
国
通
商
代
表
代
行
宛
て
の
同
日
付
け
の
書
簡
（
以
下
「
日
本
側
書
簡
」
と
い
う
。
）
及
び
同
書
簡
の
附

属
文
書
で
あ
る
「
自
動
車
貿
易
Ｔ
Ｏ
Ｒ
」
並
び
に
同
通
商
代
表
代
行
発
同
大
使
宛
て
の
同
日
付
け
の
返
書
（
以
下
「
米
国
側

返
書
」
と
い
う
。
）
の
み
で
あ
り
、
日
本
側
書
簡
と
米
国
側
返
書
の
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
合
意
内
容

そ

ご

に
つ
い
て
、
日
米
両
政
府
間
に
齟
齬
は
な
い
。
そ
の
上
で
、
日
本
側
書
簡
及
び
「
自
動
車
貿
易
Ｔ
Ｏ
Ｒ
」
並
び
に
米
国
側
返

書
以
外
に
日
米
両
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
で
公
表
し
た
文
書
に
関
し
て
は
、
両
国
の
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
へ
の
説
明

の
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
政
府
と
し
て
、
米
国
側
の
当
該
文
書
の
内
容
に
対
す
る
見
解
に
つ
い

て
、
説
明
す
る
立
場
に
な
い
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
同
日
に
「
日
米
協
議
の
合
意
の
概
要
」
と
題
す
る
資
料
と
併
せ
て
、
日
本
側
書
簡
及
び
米
国
側

返
書
を
公
表
し
て
お
り
、
日
本
側
書
簡
及
び
米
国
側
返
書
に
は
、
非
関
税
措
置
の
九
つ
の
分
野
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
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